
新規登録 1

事務の名称 事務開始日 事務変更日 事務終了（予定）日 廃止（抹消）予定日

台帳管理部・課・グループ 開始届出日 変更届出日 終了届出日 廃止（抹消）日

霧島市農業の「稼ぐ力」向上プロジェクト推
進事業

H31.4.1

農林水産部農政畜産農政第１グループ R01.11.01

霧島市移住支援金交付事務 R02.01.01

企画部地域政策課中山間地域活性化グ
ループ

R01.11.07

基幹相談支援センター運営事業 H31.3.1

保健福祉部長寿・障害福祉課障害福祉グ
ループ

R01.11.22

住民基本台帳事務におけるＤＶ及びストー
カー行為等の被害者保護の支援措置事務

H17.11.7

市民環境部市民課口グループ R01.11.01

№ 事務の目的及び概要 新規登録理由 判定

5246

東京圏への一極集中の是正及び地方の担い手不足解消の
ため、地方創生推進交付金を活用しUIJターンによる起業・
就業者の創出等を図る。本県では令和元年10月3日に制度
を開始し、対象者は移住後3か月以降に、市に移住支援金
（2人以上の世帯に100万円、単身に60万円）の交付申請が
できる。

新規事業によるもの

5245

農産物販売促進事業、国内外市場を対象とした地場農産
物の販売促進、農産物六次産業化・農商工連携事業　商品
の開発等、有機ＪＡＳ認証取得事業、有機ＪＡＳ認証取得に
関する事業

新規事業によるもの

5250

ＤＶ及びストーカー行為等の被害者からの申出により、加害
者とされている者からの被害者に係る住民基本台帳法に定
める住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写
し及び戸籍の附票の写しの請求について、不当な目的によ
ることが明らかとして、これを拒むことにより被害者の保護
を図る。

市発足当初から取扱いのある事務

5247

障害のある方の相談が高度化・複雑化していることや、高
齢者・障がい者・障がい児（児童）の枠を超えた「共生型社
会」構築のための第一歩として、専門的資格を有する相談
支援専門員を複数配置した「基幹相談支援センター」を設
置・運営する事業である。

新規事業によるもの


